
 

事業事前評価表 

国際協力機構東南アジア・大洋州部東南アジア第三課 

１．基本情報 

（１） 国名：ベトナム社会主義共和国 

（２） プロジェクトサイト／対象地域名：ラオカイ省、ディエンビエン省、ト

ゥエンクアン省、ソンラ省、ライチャウ省（人口合計：約 439 万人、2022

年） 

（３） 案件名：災害に対して強靱な農村開発事業（Project for Disaster Resilient 

Rural Development） 

L/A 調印日：2026 年 5 月 1 日 

 

２．事業の背景と必要性  

（１）当該国における地域開発の現状・課題及び本事業の位置付け 

ベトナム社会主義共和国（以下、「当国」という。）は、1986 年のドイモイ（刷

新）政策導入以降、高い経済成長が続き、1998 年から 2022 年の間で貧困率は

37.4％から 3.4％（2023 年、General Statistical Office。以下「GSO」という。）

に低下した。しかしながら都市部と農村部の経済格差は依然として存在し、都

市部の貧困率は 1.2％であるのに対し、農村部の貧困率は 4.8%に留まっている

（2023 年、GSO）。地域別で見ると、ホーチミン市を含む南東部は貧困率が最

小の 0.4％であるのに対し、北部山岳地域は最も高い 12.8％となっている（2023

年、GSO）。本事業対象地域である 5 省（ラオカイ省1、ディエンビエン省、ト

ゥエンクアン省2、ソンラ省、ライチャウ省）（以下「5 省」という。）の貧困率

は 21.8％（2022 年、省別年次統計書）と当国の中で最も貧困率が高い。この要

因として、事業対象地域は遠隔地かつ山岳地域であり、道路、灌漑施設等の基

礎インフラの不足や老朽化により社会サービスへのアクセスが制限され、農業

生産活動が制約されると同時に、気候変動による自然災害の影響を受けやすく、

90 年代からの当国の経済成長過程における裨益が限定的であったことが考えら

れる。特に 5 省では毎年、台風の襲来や大雨に伴う洪水、地すべりやフラッシ

ュフラッド（山地流域において発生する土砂濃度の比較的低い急激な出水現象）

といった土砂災害が多数発生している。気候変動の影響によりその規模や頻度

は深刻化しており、直近では 2024 年 9 月に発生した大型台風 11 号（ベトナム

名：台風 3 号、通称ヤギ）により、ラオカイ省、旧イエンバイ省等にて大規模

な洪水、土砂災害、ライフラインの寸断等の大被害をもたらした。こうした自

然災害に伴う人的・経済的被害は甚大であり、住民の生活環境、農業等の生計

 
1 ラオカイ省：2025 年 7 月の地方省再編によって旧イエンバイ省を吸収合併した。 
2 トゥエンクアン省：2025 年 7 月の地方省再編によって旧ハザン省を吸収合併した。 



 

手段に影響を与え、当該地域の持続的な経済成長、貧困・格差是正の障壁とな

っている。 

これに対し、当国政府は「社会経済開発 10 か年戦略（2021－2030）」をもと

に策定された「国家目標プログラム（2021－2025）」において、北部山岳地域

の持続的開発による格差是正と貧困削減・住民の生計向上に優先的に取り組む

方針を示しており、さらに「新農村開発計画に係る国家目標プログラム（2021

－2025）」でも農村の基礎インフラ（道路、灌漑等）の整備が重点目標として位

置づけられている。また、2024 年 5 月に「2021 年－2030 年の北部丘陵地帯と

山岳地帯のマスタープラン及び 2050 年までのビジョン」が首相決定され、5 省

を含む 12 省3対象に、2030 年までのハノイ首都圏・北中部地域等と接続する基

本的なインフラ整備の完了、持続的かつ包括的な地域開発の目標を掲げている。

また、「自国が決定する貢献」（Nationally Determined Contributions）では、気

候変動適応策として「気候変動や災害に対して脆弱な地域におけるインフラの

改善」を重点強化目標としている。「災害適応農村開発事業」（以下、「本事業」

という。）は、自然災害が多く貧困層の多い北部山岳地域の 5 省の農村部におい

て、小規模基礎インフラ（道路、灌漑、河川護岸）の整備を行うことで、アク

セスの改善や、安定した給水による農家の生産性向上、洪水等の自然災害・気

候変動に対するリスク軽減を図るものであり、当国政府の政策に合致した優先

度の高い事業として位置づけられている。 

 

（２）地域開発及び農業・農村開発に対する我が国及び JICA の協力方針等と本

事業の位置付け 

我が国の対ベトナム社会主義共和国国別開発協力方針（2017 年 12 月）では

重点分野として、「脆弱性への対応」を掲げ、貧困削減、格差是正、気候変動・

災害・環境破壊等への対応を挙げている。JICA は有償資金協力にて、緊急性の

高い地方道路、電力、上水整備を対象とした「リハビリテーション借款（Ⅰ）、

（Ⅱ）」（1993 年・1994 年 L/A 調印）、及び「地方開発・生活環境改善事業（Ⅰ）、

（Ⅱ）、（Ⅲ）」（1995 年・1996 年・1998 年 L/A 調印）を通じて地方開発を支援

してきた。また「貧困地域小規模インフラ整備事業（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）」（2002

年・2005 年・2009 年 L/A 調印）を通じて、より貧困地域に焦点を当てたイン

フラ整備支援を実施してきた。また、日越農業協力中長期ビジョン（フェーズ 2：

2020 年－2024 年）では、農業関連インフラの整備を優先的取組事項として掲

げている。さらに、対ベトナム社会主義共和国 JICA 国別分析ペーパー（2020

年 6 月）においても、農村部の持続的な経済振興、国内格差の是正を支援する

としており、防災・気候変動への対応も重点課題と位置付けている。JICA グロ

 
3 2025 年 7 月の地方省再編前は 14 省であったが、合併により 12 省になっている。 



 

ーバル・アジェンダ（課題別事業戦略）では、20.「防災・復興を通じた災害リ

スクの削減」、5.「農業/農村開発」及び重点クラスター「フードバリューチェー

ン構築」、クラスター事業戦略では「農業・農村開発協力における気候変動対策

の取組戦略」に該当し、本事業はこれら方針・分析及び戦略に合致する。 

 

（３）他の援助機関の対応 

アジア開発銀行（以下、「ADB」という。）は、マスタープラン「Socio-Economic 

Development of the Ethnic Minorities and Mountainous Areas 2021–2030」の実

施支援および、本事業対象省を含む 11 省で、農業生産性向上及びバリューチェ

ーンの構築、エコツーリズム、気候変動対応インフラ整備、持続可能な生計向

上、教育や保健等の社会サービスの向上を目的としたプロジェクトの支援を行

っている。 

 

３．事業概要 

（１） 事業概要 

① 事業の目的 

本事業は、貧困層の多い北部山岳地域の 5 省を対象に、小規模基礎イ

ンフラ（道路、灌漑、河川護岸）を整備することにより、公共サービス、

市場などへのアクセス改善、農業生産性向上及び洪水被害軽減を図り、

もって同地域の生活環境の改善、格差是正及び気候変動へのレジリエン

ス強化に寄与するもの。 

② 事業内容 

現時点で想定されるサブプロジェクト（5 省計 90 件を予定）の事業

内容は以下のとおりであるが、実際の融資対象となるサブプロジェクト

は審査にて合意した選定基準に従い選定され、実施段階において確定す

る。サブプロジェクトの選定基準は、運用・効果指標に貢献することを

前提としつつ、省の公共投資計画に含まれており、必要性、緊急性、優

先度が高いこと及び JICA の環境社会配慮カテゴリ分類 A に該当しない

ことを主な条件として抽出する。JICA は以下のうち、ア）に対して融

資を行う。尚、コンサルティング・サービスは融資対象外であるが、サ

ブプロジェクトの実施により災害リスクを助長しないように留意して

設計する事を、実施機関と確認済み。 

ア）土木工事（現地競争入札） 

小規模基礎インフラ建設。 

・ 道路サブプロジェクト：41 件（省道・郡道の改修・新設（小規模橋

梁含む）、路面整備、排水整備、ガードレール設置等） 



 

・ 灌漑サブプロジェクト：29 件（取水設備・水路・貯水池等の改修・

新設） 

・ 河川護岸サブプロジェクト：20 件（河川護岸設備の改修・新設） 

イ）コンサルティング・サービス（自己資金で調達） 

 サブプロジェクトの詳細設計、施工監理、環境モニタリング及び進捗

報告、運用・効果指標の基準値の収集補助、監査レポートの作成 

 

③ 本事業の受益者（ターゲットグループ） 

想定される直接受益者（施設、設備利用者）は約 245,000 人、最終受

益者（恩恵を受ける地域人口）約 810,000 人の予定。 

 

（２）総事業費 

総事業費／概算協力額（要請額：14,794 百万円、総事業費：30,199 百万円、

借款額：21,590 百万円） 

（３）事業実施スケジュール（協力期間） 

事業実施スケジュールは 2026 年 5 月～2030 年 10 月を予定（計 54 か月）。

全ての施設供用開始時（2030 年 10 月）をもって事業完成とする。 

（４）事業実施体制 

１）借入人：ベトナム社会主義共和国政府（The Government of the Socialist 

Republic of Viet Nam） 

２）保証人：なし 

３）事業実施機関： 

① 監督機関（Line Agency） 

・ ラオカイ省人民委員会（Lao Cai Provincial People’s Committee） 

・ ディエンビエン省人民委員会（ Dien Bien Provincial People’s 

Committee） 

・ トゥエンクアン省人民委員会（Tuyen Quang Provincial People’s 

Committee） 

・ ソンラ省人民委員会（Son La Provincial People’s Committee） 

・ ライチャウ省人民委員会（Lai Chau Provincial People’s Committee） 

② 実施機関（Executing Agency）：円借款管理ユニット 

・ Lao Cai Transportation Woks Construction Investment Project 

Management Unit  

・ Lao Cai Provincial Construction Investment Project Management Unit 

No.1  

・ Agriculture Works and Rural Development Project Management Unit for 



 

Dien Bien Province 

・ Tuyen Quang Provincial Coordination Unit for Foreign Funded Projects 

・ Construction Investment Project Management Unit for Agriculture and 

Rural Development project, Son La Province  

・ Construction Investment Project Management Unit for Agriculture and 

Rural Development project, Lai Chau Province 

４）運営・維持管理機関： 

 道路：Provincial People’s Committee（以下、「PPC」という。）または

各省在地の Commune People’s Committee（以下、「CPC」という。） 

 灌漑：PPC または各所在地の CPC 

 河川護岸：PPC または各所在地の CPC 

 

（５）他事業、他援助機関等との連携・役割分担 

１）我が国の援助活動 

２）他援助機関等の援助活動 

特になし。 

 

（６）環境社会配慮 

１）環境社会配慮 

① カテゴリ分類：B 

② カテゴリ分類の根拠 

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4

月公布）に掲げる道路・農業セクターのうち大規模なものに該当せず、

環境への望ましくない影響は重大でないと判断され、かつ、同ガイド

ラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性及び影響を受けやすい地域

に該当しないため。 

③ 環境許認可 

各サブプロジェクトの実施決定前に環境影響評価（EIA）報告書の

要否を実施機関が確認し、同国国内法上作成が義務付けられた場合は、

サブプロジェクト実施決定前に環境許認可を取得する計画。 

④ 汚染対策 

各サブプロジェクトの実施決定前に実施機関が、工事中は大気質、

水質、騒音等について、散水、フィルターフェンスの設置及び作業時

間の制限等の対策を取る等の環境管理計画を策定し、同国国内の排出

基準及び環境基準を遵守する計画。 

⑤ 自然環境面 



 

本事業は、影響を受けやすい地域にて実施しない事を実施機関と合

意済み。 

⑥ 社会環境面 

各サブプロジェクトの実施決定前に同国国内手続き及び JICA 環境

社会配慮ガイドラインに沿って住民移転計画を作成し、ステークホル

ダー協議等を通じて、社会的合意を予め確認の上で実施する計画。 

⑦ その他・モニタリング 

本事業では、実施機関が、ベトナム国内法制度及び「国際協力機構

環境社会配慮ガイドライン」に基づき、各サブプロジェクトについて

カテゴリ分類を行い、該当するカテゴリに必要な対応策がとられるこ

ととなっている。なお、サブプロジェクトにカテゴリ A 案件は含まな

いことを実施機関と合意済み。 

 

（７）横断的事項 

① 気候変動対策関連案件 

本事業は農業給水の安定化と効率化、貯水池等の改修による水災害防止、

道路整備による通行・移動時間の改善による温室効果ガス削減、並びに雨季

に冠水しやすいと予想される省道・郡道の整備及び河川護岸整備による災害

対策を通じ、気候変動への緩和策及び適応策に資する。 

② 貧困削減・貧困配慮 

本事業は、貧困層の多い北部山岳・丘陵地域の 5 省を対象に、小規模基礎

インフラ（道路、灌漑、河川護岸）を整備することにより、生活環境の改善

や農業生産性の向上を図り、もって当該地域の社会経済生活面の向上と格差

是正に寄与するものであり、貧困対策に資する。 

③ エイズ／HIV 等感染症対策 

本事業ではコントラクタによるエイズ対策が実施される予定である。 

④ 参加型開発 

本事業のサブプロジェクトの選定は設定された選定基準と共に、地域住民

の意見を十分に取り入れた上で決定するものであり、参加型開発に資する。 

⑤ 障害者配慮 

当国は 2015 年に障害者権利条約を批准しており、同条約を遵守する必要

がある。本事業における関連条項4の遵守及び、ア）住民移転・用地取得に

おける合理的配慮、イ）工事実施及び運営事業体における雇用に関する合理

的配慮、ウ）障害者ニーズの確認を行う予定。 

 
4 第 4 条：障害を理由にした差別の禁止、第 9 条：施設及びサービス等の利用の容易さ（アクセ

シビリティ）、第 21 条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会、第 27 条：労働及び雇用 



 

 

（８）ジェンダー分類： 

① ジェンダー分類：GI（S）（ジェンダー活動統合案件） 

② 分類理由：現地調査及び実施機関からのヒアリングを行った結果、事業

対象地域では多くの女性が農業に従事しており、道路、灌漑施設等の基

礎インフラの不足・老朽化により長時間の移動や水汲みを余儀なくされ

ており、雇用機会や社会活動への参加機会が制限されている。本事業実

施による状況の改善により、女性の雇用機会・社会活動への参加時間増

加の増加が見込まれ、定性的効果指標として設定するため。また建設現

場における男女別のニーズの考慮（男女別トイレ）、事業実施各段階に

おける女性の雇用機会、昇進、管理職登用時の公平性確保について実施

機関と合意したため。 

 

（９）その他特記事項 

本事業は複数の省が並立して監督機関及び実施機関となり、土木工事は

現地競争入札によって調達される。前述の通り、各省事業の責任主体は各省

実施機関であるが、定期的な合同会議により事業全体の進捗を互いに確認す

ると共に、中央省庁による補完的なモニタリングの枠組みを設けている。 コ

ンサルティング・サービスは自己資金で雇用される。 

 

４. 事業効果 

（１）定量的効果 

１）アウトカム（運用・効果指標） 

指標名 
基準値 

（2024 年実績値） 

目標値（2032 年） 

【事業完成 2 年後】 

道路 

(1) 新規建設（km） 

(2) 舗装・改修面（ha） 

(3) 年平均交通量（pcu/日） 

1. 新規建設 

2. 改修 

(4) 所要時間・乾季（分/km） 

所要時間・雨期（分/km） 

サブプロジェクト 

確定後に設定予定 

サブプロジェクト 

確定後に設定予定 

灌漑 



 

(1) 灌漑面積（ha） 

(2) 作付面積（ha） 

(3) 主要生産物（米等）の収量（ton） 

(4) 作付率（%） 

(5) 受益世帯数（世帯） 

サブプロジェクト 

確定後に設定予定 

サブプロジェクト 

確定後に設定予定 

河川護岸 

(1) 年最大洪水氾濫面積（km2） 

(2) 年最大浸水戸数（戸） 

サブプロジェクト 

確定後に設定予定 

サブプロジェクト 

確定後に設定予定 

 

２）インパクト 

（２）定性的効果 

・市場・公共サービスへのアクセス改善、子供の通学時間短縮と安全性向上 

・農産物出荷量の増加、市場での販売額増加 

・女性の雇用機会・社会活動への参加時間増加 

・気候変動への適応（気象災害時の移動・避難容易性*、洪水・浸水被害減） 

（一部のサブプロジェクトで定量的に効果測定が可能である事から、サブプ

ロジェクト確定後に基準値及び目標値を設定予定。また、その他の事業効果

及びインパクトに寄与すると想定される社会経済指標についても別途追加確

認し、収集する予定） 

（３）内部収益率 

本事業は小規模かつ多数のサブプロジェクトにより構成されており、す

べてのサブプロジェクトで信頼性の高い内部収益率を算出することは非効

率なため、内部収益率は算出しない。 

 

５. 前提条件・外部条件 

（１） 前提条件・外部条件：特になし 

 

６. 過去の類似案件の教訓と本事業への適用 

スリランカ民主社会主義共和国向け「小規模インフラ整備事業（Ⅱ）」（評価

年度 2009 年）では、サブプロジェクトの実施は Project Implementing Agency

（PIA）が行い、財務計画省に別で PMU を設置したが、PMU のスタッフが少な

く、事務作業の遅延、モニタリング業務まで対応できないなどの課題があった。

そのため、計画時にしっかりとした実施体制、案件監理体制、モニタリング体

制を確立する必要、また地域毎の専属スタッフを適切な人数で配置する必要が

あったと指摘されている。本事業では、現地競争入札を用いるため、既に省内

で実施済の公共工事内容と同等であり、各省実施機関は十分な経験と人員を有



 

している。加えて、円滑な実施及び監理に関して、リーダー省の設定と各省の

実施機関合同での定期的かつ自律的な合同モニタリング会議の開催を義務付け

ている。また JICA および中央政府を含めた体制の中で、事業進捗を自律的に確

認する仕組みを導入している。当国向け「貧困地域小規模インフラ整備事業

（Ⅲ）」（評価年度 2017 年）の事後評価等では、ベトナム側資金不足等のため事

業が遅延し、事業期間が計画を大きく上回った。また、当国向け「貧困地域小

規模インフラ整備事業（Ⅱ）」（評価年度 2014 年）の事後評価では、事業実施後

の運営・維持管理において、維持管理予算の配賦状況が十分ではないサブプロ

ジェクトがあり、事業効果・インパクトの持続に影響を与えた。本事業では、

事前に実施機関と十分な協議を行い、建設、運営・維持管理のための予算が適

切に配賦されることを各省実施機関及び中央政府と確認している。 

 

７. 評価結果 

本事業は、当該国の開発課題・開発政策並びに我が国及び JICA の協力方針・

分析に合致し、基礎インフラの整備を通じて、アクセス改善等の生活環境の改

善、農業生産性向上、格差是正及び気候変動適応に資するものであり、SDGs

ゴール 1（貧困削減）、2（持続可能な農業）、3（健康と福祉）、10（格差是正）、

13（気候変動対策）に貢献すると考えられることから、事業の実施を支援する

必要性は高い。 

８. 今後の評価計画 

（１）今後の評価に用いる指標 

４．のとおり。 

（２）今後の評価スケジュール 

 事業完成 3 年後  事後評価 

以 上  
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（出典：JICA 調査団） 

 


